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-------------------------------------------------------------------------------------- 

2023 年の労務イベントとその対応 

 
◆「賃金」に関する改正への対応 

４月１日以降、月 60 時間超の時間外労働の割

増賃金率が 50％（深夜割増賃金率は 75％）となり

ます（引上げ分の割増賃金支払いに代えて有給の

休暇（代替休暇）の付与も可能）。就業規則等の

見直しの要否とあわせて、残業の申請・承認、残業

時間が長い従業員への健康管理も含めた注意喚

起など、長時間労働を抑制する取組みができている

か確認しておきましょう。 

また、2020 年４月以降賃金請求権の消滅時効

期間が３年に延長されており、４月１日以降、過去

３年分の賃金請求権が発生します。賃金不払いを

めぐるトラブル予防のため、労働時間把握や集計、

割増賃金計算などに不備がないか確認しておきま

しょう。 

さらに、デジタルマネーによる賃金支払いも導入さ

れます。若い従業員などが希望する可能性もありま

すから、対応を検討しておきましょう。 

 

◆「データ公表義務」への対応 

2022 年７月施行の改正女性活躍推進法によ

り、次の事業年度の開始後概ね３カ月以内での「男

女賃金の差異」の情報公表が、301 人以上の企業

で義務化されています。厚生労働省のデータベース

等での公表のほか、働きやすさを示すデータとして募

集時に活用されることも考えられます。義務化の対

象となっていない企業においても対応を検討しておき

ましょう。 

また、４月以降、常時雇用 1,000 人超の事業主

に、育児休業等の取得状況の年 1 回公表が義務

づけられます。江崎グリコ株式会社による昨年９月の

調査で、パパ育休制度を認知している人の７割超が

利用したいと回答するなど、利用しやすい環境が

整っているかも関心を集めていますので、こちらも対

応を検討しておくとよいでしょう。 

 

【厚生労働省リーフレット「月 60 時間を超える時間外

労働の割増賃金率が引き上げられます」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.

pdf 

 

【厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払

（賃金のデジタル払い）について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit

e/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonus

hi/shienjigyou/03_00028.html 

 

【厚生労働省「女性の活躍に関する「情報公表」が変

わります」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/0

00962289.pdf 

 

【厚生労働省「「育児休業平均取得日数」を公表する

場合の公表・計算例について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/0

01029777.pdf 
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金・給付金」および「緊急雇用安定助成金」

が３月で終了します 

 

厚生労働省は、新型コロナウイルス対策として、

休業手当を受け取れなかった人を対象に導入した

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付

金」の受付を、令和５年３月末までの休業をもって

終了すると明らかにしました。 

また、休業手当の一部を補助する企業向けの

「緊急雇用安定助成金」の受付も、令和５年３月

末までの休業をもって終了します。 

雇用情勢が回復し、コロナ禍前と同様に人手不

足感が強まっていることなどを踏まえ、制度の打ち切

りを決めました。利用されている方はご注意ください。 

 

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金の申請対象期間および申請期限 

令和４年 10 月～令和４年 11 月に休業した場

合の申請期限は令和５年２月 28日まで、令和４年

12 月～令和５年１月に休業した場合の申請期限

は令和５年３月 31 日まで、令和５年２月～令和５

年３月に休業した場合の申請期限は令和５年５月

31 日までです。 

 

◆緊急雇用安定助成金の申請期限 

支給対象期間（１～３の連続する判定基礎期間）

の末日の翌日から起算して２か月以内です。申請

期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができ

ません。郵送またはオンライン申請による場合は、上

記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワーク

に到達していなければなりませんので、ご注意ください。

なお、令和５年３月 31 日を含む判定基礎期間の申

請期限は、令和５年５月 31 日まで（必着）です。 

 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業

支援金・給付金受付終了のお知らせ」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/

001032016.pdf 

【厚生労働省リーフレット「緊急雇用安定助成金は、

令和５年３月 31 日をもって終了する予定です」を掲

載しました】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/

001030562.pdf 

 

 
2 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

1 日 
○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞

［税務署］ 
 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 
 

15 日 
○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで

＞［税務署］ 
※なお、還付申告については２月１５日以前で

も受付可能。 
 

28日 
○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働

基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 
○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞

［郵便局または銀行］ 
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 


